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ご
存
じ
で
す
か固定

資
産
税
〜
償
却
資
産

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日（
賦
課

期
日
）現
在
に
、
固
定
資
産（
土
地・家
屋・償

却
資
産
）の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
こ

の
う
ち
、
償
却
資
産
と
は
事
業
の
用
に
供
す

る
資
産（
機
械
、パ
ソ
コ
ン
、陳
列
ケ
ー
ス
、

医
療
器
具
な
ど
）で
、
そ
の
減
価
償
却
額
ま

た
は
減
価
償
却
費
が
法
人
税
法
ま
た
は
所
得

税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
計
算
上
、
損
金

ま
た
は
必
要
な
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の
を

い
い
ま
す
。

注 

取
得
価
額
10
万
円
未
満
の
償
却
資
産
は
、

原
則
と
し
て
申
告
対
象
外
で
す
。

　
ま
た
、自
動
車
税・軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

の
課
税
対
象
と
な
る
も
の
は
、
申
告
対
象
か

ら
除
か
れ
ま
す
。
家
屋
の
所
有
者
以
外
の
人

（
テ
ナ
ン
ト
な
ど
）が
そ
の
事
業
の
た
め
に
取

り
付
け
た
附
帯
設
備
な
ど（
電
気・給
排
水
設

備
、
内
装
な
ど
）は
、
家
屋
と
一
体
で
あ
っ

て
も
償
却
資
産
と
み
な
さ
れ
、
取
り
付
け
た

人（
テ
ナ
ン
ト
な
ど
）が
納
税
義
務
者
で
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

個
人
事
業
税（
第
２
期
分
）の
納
付

　
個
人
事
業
税（
第
２
期
分
）の
納
期
限
は
11

月
30
日（
火
）で
す
。
期
限
内
に
忘
れ
ず
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

問
大
阪
府
北
河
内
府
税
事
務
所

℡ 

０
７
２
・
８
４
４
・
１
３
３
１

適
切
な
受
診
で
医
療
費
の
適
正
化
を

　

整
骨
院・
接
骨
院
で
の
施
術
や
、
は
り・

き
ゅ
う・あ
ん
ま・マ
ッ
サ
ー
ジ
に
よ
る
施
術

を
受
け
る
場
合
、
医
療
保
険
を
適
用
で
き
る

ケ
ー
ス
は
限
ら
れ
て
い
ま
す（
下
表
）。

　

適
切
な
受
診
に
よ
る
医
療
費
の
適
正
化

に
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
保
険
課

国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者
医
療

平
日
夜
間・休
日
窓
口
開
庁

　
保
険
課
、
保
険
収
納
課
は
、
次
の
日
程
で

平
日
夜
間
と
休
日
に
窓
口
を
開
庁
し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入・
脱
退
の
届
出
や

国
民
健
康
保
険
料・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
納
付
相
談
な
ど
で
、
平
日
の
日
中
に
来

庁
が
難
し
い
人
は
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
納
付
相
談
は
内
容
に
よ
り
電
話
で
の
対

応
も
可
能
で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険・

後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
各
種
申
請
は
一

部
を
除
き
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
必
ず
電
話
で
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

平
日
夜
間　

11
月
22
日（
月
）・
25
日（
木
）・

26
日（
金
）い
ず
れ
も
午
後
５
時
30
分
〜
８
時

休
日　
11
月
28
日（
日
）午
前
９
時
〜
午
後
１

時注 

平
日
夜
間・休
日
窓
口
開
庁
の
時
間
帯
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
即
日
の

祝日、休日の受付・相談はありません。
秘密厳守・無料
同一内容の相談は原則１回
場 市役所１階市民相談室101・102
問魅力創造発信課
℡06-6992-1353、1356

法律相談･･･相続・離婚・金銭や土地建
物の賃借問題など
▼弁護士※予（1人30分・先着14人）
毎週木曜日13：00～16：30
▼司法書士※予（1人30分・先着8人）
第2・3・4火曜日13：00～15：00

登記相談･･･相続・贈与などの登記
▼司法書士※予（1人30分・先着4人）
第2水曜日13：00～15：00

税務相談･･･相続・所得・贈与税など
▼税理士※予(1人30分・先着6人)
第2金曜日13：00～16：00

行政書士相談･･･成年後見・各種契約書
の作成など
▼行政書士※予(1人30分・先着6人)
第1火曜日13：00～16：00

不動産一般相談･･･賃貸借契約・不動産
の活用など
▼宅地建物取引士※予
(1人30分・先着6人)
第1火曜日13：00～16：00

※ 予上記いずれも相談日の1週間前
（休日のときは翌開庁日）13：00か
ら電話受付

行政相談･･･国などの行政に対する要
望や苦情など
▼行政相談委員予前日までに
第4火曜日10：00～12：00
備 ３人の相談員が親身に市民の相談を
お受けします。

市民相談（11月分）

福
祉
の
総
合
相
談

時 

①
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分
②
平

日
午
前
10
時
〜
午
後
４
時（
表
の
開
催
日

時
を
除
く
）③
平
日（
表
の
と
お
り
）

場 

①
市
役
所
７
階
守
口
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

 

②
い
き
い
き
ネ
ッ
ト
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

（
藤
田
町
４－

20－

１
）

　
③
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

備 

当
日
直
接

問
守
口
市
社
会
福
祉
協
議
会

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
２
７
１
５

年
末
調
整
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

▽
一
般
的
な
質
問

　
税
務
署
へ
電
話
⇩「
１
」を
選
択
⇩
電
話
相

談
セ
ン
タ
ー

▽
来
署
に
よ
る
具
体
的
な
相
談

　
税
務
署
へ
電
話
⇩「
２
」を
選
択
⇩
相
談
日

時
を
予
約

年
末
調
整
説
明
会
の
開
催

　
令
和
３
年
度
年
末
調
整
説
明
会
を
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
。

　
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
の
で
、
電
話

ま
た
は
メ
ー
ル
に
て
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

時
11
月
26
日（
金
）午
後
２
時
〜
４
時

場
エ
ナ
ジ
ー
ホ
ー
ル

定
先
着
１
５
０
人（
事
前
予
約
）

問
門
真
納
税
協
会

℡ 

０
６
・
６
９
０
８
・
０
６
３
１

kadom
a@
nk-net.co.jp

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

再
交
付
な
ど
、
一
部
対
応
で
き
な
い
業
務

が
あ
り
ま
す
。

場 ・
問
保
険
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

場 ・
問
保
険
収
納
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、
１
５
３

８

愛の献血
時 ・場11月21日（日）
　10：00～12：00、13：00～16：00
　 大日駅（イオンモール前）ロータリー入
口付近

問 守口市献血推進協議会
事務局
　（地域福祉課内）
℡06-6992-1570

毎月 場所 11月
第2火曜日 北部 9日
第3火曜日 錦 16日
第1木曜日 庭窪 4日

第2木曜日 南部
エリア 11日

第3木曜日 東部
エリア 18日

毎月 場所  12月
第1木曜日 庭窪 2日
時すべて10:00～12：00

給
与
の
年
末
調
整

　
年
末
調
整
と
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の

給
与
所
得
者
を
対
象
に
、
１
年
間
の
給
与
総

額
が
確
定
す
る
年
末
に
そ
の
年
の
所
得
税
を

再
計
算
し
、
そ
れ
ま
で
に
源
泉
徴
収
し
て
い

た
税
額
と
の
差
額
を
還
付
ま
た
は
徴
収
す
る

手
続
き
で
す
。

　
年
末
調
整
の
内
容
は
、
勤
務
先
か
ら
お
住

ま
い
の
市
町
村
へ
給
与
支
払
報
告
書
と
し
て

提
出
さ
れ
、
翌
年
の
個
人
市
民
税・
府
民
税

の
課
税
資
料
と
な
り
ま
す
。

　
年
末
調
整
を
受
け
る
に
は
、「
給
与
所
得
者

の
扶
養
控
除
等
異
動
申
告
書
」を
勤
務
先
へ

提
出
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

必
要
に
応
じ
て
生
命
保
険
料・
地
震
保
険
料

な
ど
の
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
２
年
目
以
降
）を
申
告
す
る
書
類
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
医
療
費
控
除
を
受
け
た
り
、
初
め

て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
税
務
署（
場
合
に
よ
り
市
）へ
申
告
書
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
お
い
て
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
制
度
を
利
用
し
て
い
て
も
、
確

定
申
告
も
し
く
は
住
民
税
の
申
告
を
す
る

と
、
こ
の
特
例
が
適
用
で
き
な
い
た
め
、
申

告
の
際
に
寄
附
金
控
除
を
あ
わ
せ
て
申
告
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
市
民
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

問
門
真
税
務
署

℡ 

０
６
・
６
９
０
９
・
０
１
８
１

高
齢
者
防
災
見
守
り
安
心
事
業

　
市
で
は
、
災
害
時
だ
け
で
は
な
く
、
普
段

か
ら
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
が
安
心
し
て

暮
ら
し
、
災
害
に
備
え
て
い
た
だ
く
こ
と
を

目
的
に
、本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
基
づ
き
、

75
歳
以
上（
令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
）で
ひ

と
り
暮
ら
し
の
人
を
対
象
に
、
民
生
・
児
童

委
員
お
よ
び
地
区
福
祉
委
員
の
皆
さ
ん
の
協

力
の
も
と
、
見
守
り
活
動
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

11
月
よ
り
、
順
次
民
生・
児
童
委
員
お
よ

び
地
区
福
祉
委
員
が
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢

者
宅
を
訪
問
し
ま
す
。
そ
の
際
、
対
象
の
人

に
は
防
災
グ
ッ
ズ
を
配
布
し
、
そ
の
う
ち
今

年
は
じ
め
て
対
象
と
な
る
人
に
は
非
常
用
持

出
袋
を
配
布
し
ま
す
。

　
普
段
か
ら
災
害
へ
の
備
え
を
心
が
け
て
く

だ
さ
い
。

問
地
域
福
祉
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
７
０

医療保険が適用できる場合 注意点

整骨院・接骨院
での施術

▽ 打撲、ねんざ、挫傷（肉
離れ）など
▽ 骨折、脱臼（応急手当の
場合を除き、医師の同
意書が必要）

▽肩こり、筋肉疲労は医療保険の適用外です（全額自己負担）。
▽ 病院などの保険医療機関で同じ負傷を治療している場合は、医療保険
の適用外です（全額自己負担）。
▽ 施術を受けたときは、「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認の
上、署名または、ぼ印するとともに、必ず領収書を受け取ってください。

はり・きゅうに
よる施術

神経痛、リウマチ、頸腕
症候群、五十肩、腰痛症、
頸椎ねんざ後遺症など

▽医療保険の適用には、医師による同意書または診断書が必要です。
▽ 疲労回復や慰安を目的とした施術は医療保険の適用外です（全額自己負
担）。
▽ 病院などの保険医療機関で同じ疾患を治療している場合は、医療保険
の適用外です（全額自己負担）。
▽ 施術を受けたときは、「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認の
上、署名または、ぼ印するとともに、必ず領収書を受け取ってください。

あ ん ま・マ ッ
サージによる施
術

筋まひ、関節拘縮などで、
医療上マッサージを必要
とする症例


